
「傍聴される皆様へ（案）」

１ 会議を傍聴される方は、傍聴者名簿に氏名・住所（字名まで）をご記入ください。

２ 会議を妨害するおそれがあると認められる方は、傍聴席に入ることができません。

３ 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を厳守してください。お守りいただけない

場合は、退席いただくことがあります。

ア）会議における発言に対して、拍手又はその他方法により公然と可否を表明しない

こと。

イ）私語、談笑、飲食及び喫煙等会議の妨害になるような行為をしないこと。

ウ）はち巻、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。

エ）その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

４ 傍聴人による写真、映像等の撮影又は録音等は原則禁止とします。

５ 傍聴人は、すべて係員の指示に従ってください。

６ 配布した資料は、会議終了後、事務局までご返却ください（アジェンダを除く）。

なお、資料はホームページ上に公開しています。資料の写しを取りたい方は、その旨

を係員に伝え、複写依頼の手続きをしてください。ただし、手数料が発生いたします

ので、あらかじめご了承ください。

資料４


